
人　口　8,352人（＋ 2）
男　　4,164人（± 0）
女　　4,188人（＋ 2）
世帯数　2,833世帯（＋ 8）

（平成19年7月1日現在）
人口と世帯数
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　7月6日、長柄保育所にて七夕の集いが 
行われました。 
　当日は保育所の体験入所も行われ、園児が 
飾りつけたにぎやかな七夕飾りに迎えられた 
体験者のみなさんは、七夕飾り作りや映画を 
楽しみました。 

　7月6日、長柄保育所長柄保育所にて七夕七夕の集いが行が行われました。 
　当日は保育所保育所の体験入所体験入所も行われ、園児が飾りつけた
にぎやかな七夕な七夕飾りに迎えられた体験者体験者のみなさんはんは、
七夕七夕飾り作りや映画映画を楽しみました。 

　7月6日、長柄保育所にて七夕の集いが行われました。
　当日は保育所の体験入所も行われ、園児が飾りつけた
にぎやかな七夕飾りに迎えられた体験者のみなさんは、
七夕飾り作りや映画を楽しみました。 

主 な 内 容主 な 内 容  
教育長就任挨拶…………………………………２Ｐ教育長就任挨拶…………………………………２Ｐ 
町議会議員一般選挙及び　　　　　　　　　　　町議会議員一般選挙及び　　　　　　　　　　　 
　参議院議員通常選挙について………………２Ｐ　参議院議員通常選挙について………………２Ｐ 
国民年金保険料免除申請を受付けています…３Ｐ国民年金保険料免除申請を受付けています…３Ｐ 
年金記録に係る出張相談が行われます………４Ｐ年金記録に係る出張相談が行われます………４Ｐ 
乳幼児医療費助成制度の　　　　　　　　　　　乳幼児医療費助成制度の　　　　　　　　　　　 
　助成対象年齢が拡大されます………………５Ｐ　助成対象年齢が拡大されます………………５Ｐ 
犬・猫の引取りについて………………………６Ｐ犬・猫の引取りについて………………………６Ｐ 
農業委員による農地パトロールを行います…７Ｐ農業委員による農地パトロールを行います…７Ｐ 

教育長就任挨拶…………………………………２Ｐ 
町議会議員一般選挙及び　　　　　　　　　　　 
　参議院議員通常選挙について………………２Ｐ 
国民年金保険料免除申請を受付けています…３Ｐ 
年金記録に係る出張相談が行われます………４Ｐ 
乳幼児医療費助成制度の　　　　　　　　　　　 
　助成対象年齢が拡大されます………………５Ｐ 
犬・猫の引取りについて………………………６Ｐ 
農業委員による農地パトロールを行います…７Ｐ 
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任期満了（７月３１日）に伴う町議会議員一般選挙が７
月２９日に予定されています。
この選挙は、私たち町民にとって最も身近な選挙です

ので棄権せず必ず投票しましょう。
◆投票時間　午前７時から午後８時まで
◆投票場所　第１投票所　長柄中学校　体育館

第２投票所　六地蔵青年館
第３投票所　長柄町公民館　講堂
第４投票所　水上小学校　体育館

◆投票できる人
この選挙で投票のできる方は、昭和６２年７月３０日

以前に生まれ、平成１９年４月２３日以前から引き続き
本町に住所を有し、かつ本町の選挙人名簿に登録さ
れている方です。

◆投票時間　午前７時から午後８時まで
◆投票方法

千葉県選挙区選挙は、候補者の氏名を書いて投票
してください。
比例代表選挙は、候補者名または政党名を書いて

投票してください。

長柄町議会議員一般選挙
参議院議員通常選挙

の投票日です。

（注）『住所を有する』とは、平成１９年４月２３日以前
に本町へ転入届を提出したことが要件となりま
す。

◆投票日当日に仕事やレジャーで投票に行けない方
は、期日前投票または不在者投票ができます。
◎期日前投票・不在者投票
７月２５日（水）～７月２８日（土）の土日を含む毎日

◎期日前投票・不在者投票時間
午前８時３０分から午後８時まで

◎期日前投票・不在者投票場所
役場　１階町民ギャラリー
※その他、指定病院や他の市区町村選挙管理委員会
でも不在者投票ができます。また、重度の身体障
害のある方などで、一定の条件に該当する方は郵
便による投票制度もあります。該当する方は、お
早めにお問合せください。

◆投票日当日に仕事やレジャーで投票に行けない方
は、期日前投票または不在者投票ができます。
◎期日前投票・不在者投票
７月２８日（土）までの土日を含む毎日

◎期日前投票・不在者投票時間
午前８時３０分から午後８時まで

◎期日前投票・不在者投票場所
役場　１階町民ギャラリー
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「この一票 明るい未来を 築く意思」大切な一票です。棄権せず、必ず投票しましょう。

町選挙管理委員会　蕁 35－2111

町 議 会 議 員 選 挙

参議院議員通常選挙

7月29日 日 長柄町議会議員一般選挙
参議院議員通常選挙



～ 御家族の方でも行うことができます！～ 
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★全額免除または一部免除された期間（月数）
については保険料を納付した場合に比して右
記の割合で計算されます。免除または若年者
納付猶予（学生納付特例も同様）を受けた期
間の保険料は10年以内であれば追納できます
（期間により加算金がつく場合があります）。

★未納の場合の保険料は免除等と違い2年以内しか納付できませんので御注意ください。
蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆

被保険者が30歳未満の場合で本人・配偶者の所
得が一定以下の場合に申請により保険料の納付が猶
予されます。ただし若年者納付猶予された期間は年
金の受給資格月数にはなりますが年金額には反映さ
れませんので御注意ください。

蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆

蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆

蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆

若年者納付猶予申請

被保険者本人及び世帯主・配偶者の前年中所得が
概ね右表を下回る場合に申請により保険料の納付が
全額または一部免除されます。

※一部免除については免除されなかった保険料を
納付しなかった場合は未納扱いとなりますので
御注意ください！

蟆蟆蟆蟆

免除（全額免除・一部免除）申請 平成19年度・免除の対象となる所得の目安（単位：万円）

◎昨年度以前に免除・若年者納付猶予の継続審査を希望した方は特段の申請は必要ありませんが前回申請後厚生年金加
入等で国民年金資格を喪失したことがある場合には再度申請が必要になります！

蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆

蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆

所得が少ないなど、国民年金保険料（19年度：14,100円）を納めることが経済的に困難な場合には、申請により保険
料の納付が免除または猶予される場合があります。平成19年度の申請は今月より受け付けています。免除申請には被保険
者本人または配偶者・世帯主の本年１月１日時点の住所地での前年中の所得情報が必要になります。保険料を未納のまま放
置すると、将来の老齢基礎年金や万一の場合の障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができなくなりますので保険料
を納めることが難しい方はまずは下記の申請をしてください。

※ここに記してあるのは特定の条件下におけるモデルケースなので
実際の審査では世帯構成が同じでも結果が異なる場合があります。
※失業された方についても所得に関係なく該当する場合があります。
その場合必要書類として下記のものが必要になります。

◎雇用保険受給資格者証又は雇用保険被保険者離職票
◎退職証明書　＋　住民税納税通知書（特別徴収→普通徴収）

問い合わせ先　住民課　蕁 35-2113／千葉社会保険事務所　蕁 043-242-6328

一部免除

1／4免除

335

247

189

半額免除

282

195

141

3／4免除

全額
免除

世帯構成

2301624人
（夫婦2人・子供2人）

142922人
（夫婦のみ）

9357単身

◎全額免除 → 2／6（1／3）◎半額免除 → 4／6（2／3）

◎3／4免除 → 3／6（1／2）◎1／4免除 → 5／6

（例）免除期間が120月の場合は年金額計算の際、120×2／6＝40月と
取り扱われます

蜷これまで、記録を結びつけるための照会を全
被保険者に行い、また、年金の請求時にもご
本人に確認してきましたが、まだ約5000万件
（平成18年6月）の記録が、基礎年金番号に結
びつけられていません。この未統合の記録は
大切に保管されていますが、そのままでは年
金支給に結びつかなくなるおそれがあります。

○基礎年金番号にまだ統合されていない　
年金記録も、大切に保管しています。

○年金記録問題への新対応策を進めます。
蜷被保険者・年金受給者の皆様には、基礎年金番号に結びつけら
れている加入履歴を、順次送付します。
蜷5000万件の記録を、被保険者・年金受給者の記録と、突き合
わせ、未統合の可能性のある方には、お知らせします。
蜷社会保険庁や市町村に記録がない場合には、領収書等の証拠が
なくても、第三者委員会で判断してもらう仕組みを作ります。
蜷5年の時効を超えた場合でも、全額お支払いできるようにする
特別立法が国会で成立しました。

お客様からのお問い合わせには真摯に対応します
蜷社会保険事務所の専用窓口にお問い合わせ下さい
蜷お電話でのお問い合わせは、「ねんきんダイヤル」まで　フリーダイヤル 蕁0120-657830
蜷インターネットのID・パスワード方式による年金加入履歴の取得を御利用ください（http://www.sia.go.jp）

あなたの年金記録をもう一度チェックさせて下さい
～被保険者・年金受給者の皆様へ～ 厚生労働省・社会保険庁

ロウゴナヤミゼロ



4A R A

問い合わせ先　住民課　蕁 35-2113

上記に記載されている受給者証等をお持ちの方については毎年7月に前年中所得により負担割合・負担額
区分を見直すことから更新が必要になる場合があります。更新が必要な方については住民課保険年金係から
今月中に見直し後の新しい受給者証等または更新の御案内（老人保健の方）が送られます。今お持ちの受給
者証等は今月末で使えなくなります。特に更新の御案内（老人保健の方）が送られた方につきましてはお早
目の手続きをお願い致します。

蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆　　　蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆
蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆

の 更 新 が 必 要 な 場 合 が あ り ま す！

◎国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
◎国民健康保険前期高齢者医療受給者証
◎老人保健医療受給者証・老人保健限度額適用・標準負担額減額認定証

★手続きは御家族をはじめ第三者等の代理の方でもできますが、手続きの際には印鑑をはじめ保険証等
が必要ですので依頼される場合には充分御注意下さるようお願い致します。

知っていますか？
国民健康保険前期高齢者医療受給者証、老人保健医療受給者証の負担区分が1割の方で受給者証

を忘れた場合等により3割負担で受療した場合、後日申請により差額の払戻しを受けられます。詳
しくはお問い合わせ下さい。

御　注　意
★老人保健受給者証をお持ちの（昭和7年9月30日以前出生）方で負担割合が1割から3割（一定以上
所得者）に見直される方については、見直し前の1割負担区分の受給者証で8月以降医療機関を受診
された場合は見直し後（3割負担区分）との一部負担金の差額を返還して頂くことになりますので特
に御注意下さい。
★上記の場合でも収入が基準未満の場合は申請により1割に戻る場合もあります。そのような方には更
新の御案内とともに申請書が同封されていますので必ず申請して下さい（申請がなかった場合は3割
の扱いになります！）

蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆

今、お使い
頂いている

千葉社会保険事務局よりお知らせ致します。

年金記録に係る出張相談が行われます！
最近、転職・結婚等で国民年金・厚生年金や共済など複数の年金制度に跨って加入していたケースでの年

金番号未統合の問題や、過去の納付履歴に係る疑問点などが多数報道されております。こういった問題につ

いて社会保険事務所職員・社会保険労務士が相談に応じる出張相談が本町でも下記の日程で行われますので

御利用下さい。

日時：7月26日貅 午前9時30分～午後12時　　場所：福祉センター

おことわり
◎当日は相当の混雑が予想されます。時間や人員上の関係で来場されても相談できない場合もあると思われ
ますがその折は御容赦賜りますようお願い致します。また事前予約はお受けできません。

◎当日の相談では「年金をもらう」相談はお受けできません。過去の資格などに係る疑問等にのみ御相談致
します。また相談内容によっては後日郵送等で改めての回答になります。

◎相談がスムーズに行われますよう、当日は年金手帳や関係する資料（領収書・過去の職歴等のメモなど）
を必ず御持参下さい。過去に社会保険事務所等で相談したことがある場合にはその時の資料も必ず御持参
下さい。

蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆

蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆

蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆

蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆

問い合わせ先　住民課　蕁35-2113
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5 N A G

★通院は1回から、入院は1日から対象となります。
※保険適用外の診療（自費分・自由診療等）は助成の対象になりません。

例：差額ベッド代、調剤における薬の容器代や乳児健診料、診断書等文書料、総合病院
などの特定療養費、インフルエンザ等予防接種代

★既に受給者証をお持ちの方には、7月中に送付します。
★まだ受給券交付の申請をされてない方
下記の書類を持参し、保健福祉課窓口で手続きをしてください。
【申請に必要な書類】
①乳幼児医療費助成申請書（保健福祉課窓口にあります。）
②乳幼児の加入している健康保険証（乳幼児の名前の記載のあるもの）
③普通預金通帳（申請者名義のもの、郵便局は不可）
④印鑑（認印で結構です）
※転入された方は、市区町村民税課税証明書または非課税証明書をその時の住所地の市（区）町村から取
り寄せ、提出してください。
※申請書に住民税確認承諾書欄があります。承諾をいただけない方は、証明書を添付してください。（承
諾をいただける方は添付の必要はありません。）

・0歳から小学校就学前までの保険診療による自己負
担金を全額助成します。
・8月1日（平成19年8月診療分）から「3歳から小学
校就学前まで」の通院・調剤分も対象となります。
（8月1日以降の助成対象は右記の表の内容となり
ます。）

助成対象者　

助 成 内 容

自 己 負 担

所 得 制 限

0歳から小学校就学前児

無　料

な　し

通院・入院にかかる保険診療の
医療費及び保険調剤

問い合わせ先　保健福祉課　蕁 35-2414

せっかくの食事中に怒ったり怒られたりしたら、楽しくありません。イライラや不安な気持ちになるので、
食欲をなくしたり、胸やけ、胃痛などの症状がでるかもしれません。
一方的な言い方ではなく、会話をしましょう。
今日一日の嬉しいことや楽しいこと、悲しいことや辛いことなどの思いを食べながら会話をし、その会話

が心のゆとりとなり心地良い雰囲気の食卓になるでしょう。

「ちばの食育ホームページ」はこちらです。http://www.pref.chiba.lg.jp/syokuiku/

食事について考えてみよう⑩
〈楽しい食卓を心掛けて〉

長柄町保健センターでは、子どもと一
緒に「食」の大切さを学べる教室を開催
いたします。ぜひ、お子さんと楽しみな
がら昼食づくりに挑戦してみませんか！

日 　 時 8月5日豸午前9時～午後2時（終了予定）
場 　 所 保健センター2階
対 　 象 町内の小学3～6年生とその保護者（先着10組20名程度）

（お友達同士での参加も、お待ちしてます！）
持 ち 物 エプロン、三角巾、児童は、うわばきを持参してください。
参 加 費 1人500円（保険料・材料代等含む）

…当日にご持参ください。
申込締切 7月27日貊

参加を希望する方は、お電話でお申し込みください。

わくわく 

申込・問い合わせ先　保健福祉課　蕁 35-2486
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蘆犬・猫の引取り場所

蘆犬について
飼い犬については、毎週水曜日午後２時２０分から４０分までに、時間厳守で長生健康福祉センターに連れて行ってく

ださい。
捨て犬については、捕獲してあれば、平日午後３時までに保健所に、連絡し引取りに来てもらってください。
※緊急については午後３時過ぎでも引取りが可能です。（電話相談）

蘆猫について
飼い猫については、毎週水曜日午後２時２０分から４０分までに、時間厳守で長生健康福祉センターに連れて行ってく

ださい。
捨て猫については、小さい子猫なら引取りが可能ですが、大きくなった野良猫は引取りができません。
＊捨て子ねこ等は無料

蘆犬猫以外について（死骸も含）
犬及び猫の捕獲器にかかった犬猫以外（猪・イタチ・ハクビシン等）の、引取りはできません。
そのまま逃がすか別の場所で逃してください。
死骸は飼い主が処分してください。また、道路上での死骸及び飼い主不明の死骸等は、役場の生活環境課まで電話
で連絡してください。

蘆飼い犬・飼い猫の引取りが有料になりました。
平成１８年６月１日から飼い犬・飼いねこの引取りが有料になりました。
生後９１日以上の犬、ねこ…１頭につき ２,０００円
生後９１日未満の犬、ねこ…１頭につき　 ４００円

蘆引取り手続きについて
長生健康福祉センター（長生合同庁舎２階）で書類を記入する。（印鑑持参）
その後犬及び猫は午後２時５０分に来る引取車に飼い主立会いにより引取ります。

長生健康福祉センター（長生保健所）の犬・猫の引取りについて

《犬・猫の引取りについて》

※いずれも土、日、祝祭日は除きます。
※受付時間を厳守の事。
※町での引取りはしていません。

受付時間

午後２時２０分～４０分

午前９時～午後５時

曜　日

水曜日

月～金曜日

引取り場所

長生健康福祉センター

蕁２２－５１６７

茂原市茂原１１０２－１

千葉県動物愛護センター

蕁０４７６－９３－５７１１

富里市御料７０９－１

春
か
ら
秋
に
か
け
て
、
蜂
等
の
活
動
が
盛
ん

に
な
り
ま
す
。

町
で
は
、
蜂
の
巣
の
駆
除
等
は
行
っ
て
お
り

ま
せ
ん
。
蜂
の
防
除
・
駆
除
で
お
困
り
の
方
は
、

下
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。（
作
業
は

有
料
と
な
り
ま
す
。）

《
蜂
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
注
意
す
る
こ
と
》

①
　
蜂
は
黒
く
て
動
く
も
の
に
攻
撃
す
る
性
質

が
あ
り
ま
す
。
蜂
が
い
そ
う
な
場
所
に
近
ず

く
時
は
、
白
っ
ぽ
い
服
を
着
て
、
帽
子
を
か

ぶ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

ま
た
、
香
水
や
整
髪
料
等
の
中
に
は
蜂
を

興
奮
さ
せ
る
成
分
が
入
っ
て
い
る
も
の
も
有

り
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
使
用
は
避
け
た
方

が
よ
い
で
し
ょ
う
。

②
　
蜂
が
発
す
る
「
カ
チ
、
カ
チ
」
と
い
う
音

は
、
そ
れ
以
上
近
づ
い
た
ら
攻
撃
す
る
と
い

う
警
告
音
で
す
。
あ
わ
て
ず
、
静
か
に
遠
ざ

か
っ
て
く
だ
さ
い
。
又
、
足
音
の
振
動
や
、

大
声
に
よ
る
振
動
に
対
し
て
も
攻
撃
し
て
き

ま
す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

《
蜂
に
刺
さ
れ
た
と
き
は
》

速
や
か
に
毒
液
を
取
り
除
く
こ
と
が
大
切
で

す
。
刺
さ
れ
た
部
分
を
つ
ま
み
、
絞
り
出
し
な

が
ら
水
で
洗
い
流
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
後
、

抗
ヒ
ス
タ
ミ
ン
軟
膏
を
塗
っ
て
く
だ
さ
い
。

応
急
処
置
が
済
み
ま
し
た
ら
、
す
ぐ
に
最
寄

の
病
院
で
診
察
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

問い合わせ先　千葉県病害虫防除協同組合　蕁 043-221-0064

問い合わせ先　生活環境課　蕁 35-2439 長生健康福祉センター　蕁 22-5167
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5月20日（日）：金谷農村公園

団体賞 （チーム名／子ども会）敬称略

優　勝

準優勝

第 3位

水上ブラックホール／水上

針ヶ谷Ａ／針ヶ谷

kickers／榎本・小榎本
6年：前田　耕佑、6年：佐久間　竜也
5年：大和久　翔吾、3年：秋元　佑太

優　勝

準優勝

第 3位

東鴇・鴇西Ａ（東鴇・鴇西子ども会)
6年：三 祥世
5年：渡邉　未来　5年：花井　美穂

青空Ｄ（青空)

青空Ｅ（青空)

個人総合

優　勝

準優勝

第 3位

6年：前田　耕佑（kickers／榎本・小榎本)

4年：白鳥　一輝（水上ブラックホール／水上）

3年：村上　彪真（上野／上野）

個人：3年生以下

優　勝

準優勝

第 3位

村上　彪真（上野／上野）

秋元　佑太（kickers／榎本・小榎本)

大友　竜介（青空Ｂ／青空）

6月24日（日）：公民館

カルタ大会で優勝した
鴇東・鴇西子ども会 蜷

グラウンドゴルフ大会で優勝
した榎本・小榎本子ども会 蜷

8月に農業委員による農地パトロールを行います！8月に農業委員による農地パトロールを行います！

農業委員会では、農地パトロール強化月間として農業委員が無断転用・遊休農地（耕作放棄地）の
防止対策のため、町内全域の監視活動を行います。
無断で許可を受けずに農地を転用したり、当初の転用計画どおりに転用していない場合には、県と

町農業委員会が工事等の中止を指導し、元の農地に復元させることがあります。（農地法第83条の2）
これに従わない場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。（農地法第92条）
農地転用（農地を農地以外の用途に供する場合）される方は、農地転用の許可申請を農業委員会へ

提出されるようお願いいたします。

農地の所有者を含めて違反転用者には厳しい措置がとられます。

問い合わせ先　農業委員会　蕁 35-4447

町子ども会の活動は子ども達の成長を応援する活動を続けていますのでこれからもよろしくお願いします。
大会結果を以下の通り報告します。
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平成19年度第2学期放送大学学生募集
放送大学は、テレビ・ラジオ（ＵＨＦ・
ＣＡＴＶ・ＣＳ・ＦＭ）を通じて、自宅で
学習できる正規の大学です。約３００科目
開講。
入学試験はなし、１科目でも入学で
きます。
【教養学部】学生の種類
①全科履修生
（大学卒業を目指すコース）
②選科履修生
（１年間在学するコース）
③科目履修生
（１学期間「６ヶ月」在学するコース）

【大学院】学生の種類
④修士選科生
（１年間在学し、学習・研究するコース）
⑤修士科目生
（１学期間「６ヶ月」在学し、学習・
研究するコース）

⑥修士全科生
（２年間在学し、修士「学術」の学位
を目指すコース）

※上記④⑤⑥とも、現職教員の方等の

専修免許取得に利用できます。
募集期間
上記①～⑤は、８月１５日貉まで
⑥は、８月２５日貍～９月１４日貊

問い合わせ・資料請求先　
〒261-8586
千葉市美浜区若葉2丁目11番地
放送大学千葉学習センター教務係
蕁043-298-4367
蕭043-298-4386

住宅総合科（訓練期間６ヶ月、定員３０名）
住宅設備機器科

（訓練期間６ヶ月、定員１５名）
左官技術科（訓練期間６ヶ月、定員１５名）
授業料無料　面接と適性検査により選考
募集期間 ８月３日貊～２８日貂
選 考 日 ９月７日貊
雇用保険受給資格者は職業安定所相
談窓口でご相談ください
申込み・問い合わせ先　
千葉県立長生高等技術専門校
〒299-4332 長生郡長生村金田2811
蕁32-2102
http://www.pref.chiba.jp/gisen/chousei/

千葉県労働委員会では、職場での労
働条件をめぐるトラブルを円満に解決
できるようお手伝いする「個別的労使
紛争のあっせん」を行っています。
この制度は、個々の労働者と使用者
との間で、解雇や賃金、配置転換など
の労働条件をめぐる紛争が起こった際
に、労働委員会が、公正・中立な立場
で、迅速・円満に解決するよう支援す
るものです。費用は無料で、秘密は守
られます。
詳しくはホームページをご覧になる
か、お問い合わせください。
問い合わせ先　
千葉県労働委員会事務局
蕁043-231-2131
http://www.pref.chiba.lg.jp/chiroui/index.html

判断能力が不十分なためにお金の管
理ができなかったり、悪質な商法の被
害にあってしまう方の財産を守り、生
活を支援する制度である成年後見制度

10月入校生募集

生涯学習に
チャレンジしよう!!

労働条件をめぐる
労使紛争でお困りの方へ

おお 知知 らら せせ

千葉県では、平成19年7月1日、「障害のある人も
ない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」が施行
されました。
この条例は、行政や事業主、団体、個人など、様々

な立場の県民が力を合わせ、障害のある方の日々の生
活や社会参加を妨げている、建物や施設、制度などハ
ード・ソフトの障壁（バリア）や、誤解や偏見による
不利益な取り扱いをなくし、誰もが暮らしやすい社会
づくりを進めるために制定された条例です。
このような取り組みを進めるため、この条例では、

①障害のある方に障害を理由として他の人と異なる不

利益な取り扱いをしないこと、及び、②障害のある方
の社会参加を阻む障壁（バリア）を解消することを、
県民共通の目標（なくすべき「差別」）として具体的
に掲げるとともに、こうした差別をなくすための仕組
みを定めています。
障害のある方の差別に関わる問題が生じた場合に

は、まずは、各地域に設置された相談専用ダイヤルに
ご一報ください。電話での相談の受付の後、各地域の
相談員と専門スタッフが御相談に応じます。なお、差
別をしたと言われている方からの相談にも応じていま
す。

障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例
（平成19年7月1日施行）

平成19年度 成年後見制度
個別相談会の開催について

長生地域　相談専用電話番号　蕁26－1510
電話での御相談が困難な場合は、蕭043－222－4133でも受け付けています。
千葉県健康福祉部障害福祉課障害者計画推進室
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
蕁043－223－1020、1019（御相談用） 蕁043－223－2935（その他の業務用）
蕭043－222－4133
ホームページアドレス
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/c_syoufuku/keikaku/sabetu/sabetu.html

相
談
・
問
い
合
わ
せ
先

WWWWWWWW WWWWWWWW



判）とし、すべての写真の裏面に住
所・氏名・電話番号を記載してくだ
さい。
応募資格 県内に在住の者（プロ、ア

マ、年令は問いません）
募集期間　８月３１日貊まで
※応募作品は原則としてお返しでき
ません。

応募先
〒260-0001 千葉市中央区都町463-3
財団法人千葉県動物保護管理協会
蕁043-214-7814 蕭043-214-7818

開設日　８月１９日、１０月２１日、１２月１６日、
２月１７日（すべて日曜日）

場　所　長柄町公民館
受付時間 午前１０時～午後３時まで
お気軽においでください。
問い合わせ先　産業課　蕁35-4447

長柄ダム周辺にある都市農村交流セ
ンターでは、昆虫ドームと町営プール
を開園中です。
ダム周辺の緑豊かなところ、カブト
虫狩りに挑戦してみませんか。
また、昆虫ドームの隣接地に町営プ
ール（流水プール・幼児プール）も開
園しております。
ぜひ一度、家族連れで訪れてはいか
がですか。
昆虫ドーム
開 園 日 ８月１５日貉まで
開園時間　午前９時～午後４時
入 園 料 ２００円（年齢３歳以上）
カブト虫代金　オス ４００円

メス ２００円
町営プール
開 園 日 ７月２１日貍～８月３１日貊

まで
開園時間　午前９時～午後５時
入 場 料　大　人…………６００円

中・高生………４００円
幼児・小学生…３００円

問い合わせ先
都市農村交流センター　蕁35-0055

７月２０日貊から７月３１日貂は、夏の
交通安全運動実施期間です。

の利用について、弁護士、司法書士、
社会福祉士がペアとなって法律と福祉
の両面から個別に相談に応じます。
期　日 １０月１４日豸 １０時～１６時
場　所 千葉県社会福祉センター５階

《千葉都市モノレール「市役所
前駅」から徒歩３分》

相談料 無料
定　員 ７０名（定員になり次第締め切り）
申込方法
参加申込書に氏名、住所、電話番
号、ご希望の面接時間を記載し、郵
送又はＦＡＸで８月３１日貊までに主
催者へお申込みください。
後日、主催者から、相談内容や予
約時間等についてご連絡させていた
だきますので、電話番号の記載は忘
れずにお願いいたします。
参加申込書は本会ＨＰをご覧いた
だくか、お近くの社会福祉協議会、
行政窓口等で配付しています。

申込・問い合わせ先
千葉県後見支援センター
〒260-8508
千葉市中央区千葉港4-3
蕁043-204-6012 蕭043-204-6013
http://www.chibakenshakyo.com/

1等・前後賞合わせて3億円
発売期間 ８月７日貂まで
発売方法 全国の宝くじ売場
抽選日 ８月１６日貅
単　価 １枚 ３００円
この宝くじの収益金は、市町村の明
るく住みよい街づくりに使われています。

わが家の愛犬・愛猫の写真にコメン
トを付けて紹介してください。
優秀作品１５点を９月に行われる動物
愛護週間イベント会場に展示し、協会機
関紙に掲載すると共に表彰を行います。
応募作品
応募者の飼育している犬・猫の写
真３枚までとし、しつけ等適正飼育
についてのコメント（４００字詰原稿用
紙１枚以内）を添えた作品を対象と
します。
写真サイズはＬ判（通称サービス
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サマージャンボ宝くじ
（2007年市町村振興宝くじ）

わが家の犬・猫
写真コンクール作品募集

結婚相談所を開設します

夏休みに入った子どもたちが開放感
から誘発される事故や海水浴シーズン
による交通量の増加等に伴い事故の発
生が予想されることから、県民一人ひ
とりが交通ルールの遵守と正しい交通
マナーを実践し、交通事故防止の徹底
を図ることを目的とします。

講　師 渥美雅子（弁護士、女性と仕
事の未来館館長）

開催日 ９月２９日貍
時　間 午後１時３０分～午後３時３０分
会　場 長生村文化会館ホール
参加費 無料
託　児 有（要予約、無料）
申込締切 ９月２１日貊
主　催 千葉県男女共同参画地域推進員

（東上総地域）
ちば県民共生センター

申込先　ちば県民共生センター
蕁043-252-8036
メール
kenkyouse@mz.pref.chiba.lg.jp

長柄町では、下記のとおり不動産の
公売を実施します。
買受けの御希望がありましたら、公
売（入札）に参加してください。
なお、詳しいことにつきましては、

下記に問い合わせてください。
公 売 日 １０月３日貉
公売会場 長柄町役場
公売物件 長柄町長富地先

地目　田
面積　7,109平方メートル

問い合わせ先　税務課　蕁35-2112

おお 知知 らら せせ

昆虫ドーム及び
町営プール開園中

夏の交通安全運動

「男女共同参画セミナー」
を開催します

不動産公売のお知らせ
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今月の納税の
お知らせ

蘆固定資産税 第2期 蘆国民健康保険税 第2期 蘆介護保険料 第2期
納付期限は、7月31日（火）です。納め忘れのないようご注意ください。
※口座振替申し込みの方は、納付期限の前日までに口座の残高確認をお願いいたします。

納税
町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び介護保

険料の納付は、口座振替が便利です。
この制度を利用すると、左記の金融機関または郵便局の預貯金口

座から振替によって納税することができますので、手数が少なくて
済み、大変便利です。
新たに口座振替を希望される場合は、預貯金先金融機関または役

場税務課に「口座振替依頼書」を提出してください。
「口座振替依頼書」は、役場税務課、長生農協の町内各支所、町
内の郵便局に備え付けてあります。
納税義務者ごとに申し込みが必要になりますのでご注意ください。

納税 には
安心便利な

利用できる金融機関

・長生農協
・千葉銀行
・千葉興業銀行
・京葉銀行
・みずほ銀行
・りそな銀行
・東京スター銀行
・房総信用組合
・市原市農協
・郵便局

納税

口 座
振 替 を

募集種目 応募資格 受付期間 試験期間 合格発表 入（校）隊 待遇・その他

航空学生

（パイロット）

一般曹候補生

2等陸海空士

男子

女子

男子

高卒（見込含）
21歳未満の者

18歳以上27歳
未満の者

平成20年 3月
高等学校等卒
業予定者

18歳以上27歳
未満の者
18歳以上27歳
未満の者

8月1日から
9月7日

8月1日から
9月7日

8月1日から
9月7日

8月1日から
9月7日
年間を通じ
行っています

1次：9月22日

2次：10月13日から
18日
3次：11月11日から
12月7日

1次：9月17日

2次：10月5日から
12日の内1日

9月18日以降で
1日を予定

9月24日・25日

受付時にお知らせ
します

1次：10月 5日

2次：11月 1日

最終：20年 1月25日

1次：10月 1日

最終：11月14日

試験時にお知らせし
ます

最終：11月16日

試験時にお知らせし
ます

平成20年 3月下旬
から 4月上旬

平成20年 3月下旬
から 4月上旬

平成20年 3月下旬
から 4月上旬

平成20年 3月下旬
から 4月上旬
採用予定通知書で
お知らせします

入隊後約6年で
3等海空尉（幹
部）に昇任

入隊後 2年 9月
以降、選考によ
り 3等陸海空曹

陸上（技術系を
除）は 2年。陸
上（技術系）、海
上・航空は 3年
を 1任期で勤務

自 衛 官 を 募 集 防衛省では、次のとおり自衛官を募集しています。
※応募資格・条件を満たしていれば、各種募集種目の併願受験は可能です。

問い合わせ先　自衛隊茂原募集事務所　蕁 25-0452

平成19年分所得税予定納税第1期分の納期限は7月31日（火）です。 
【予定納税とは】
前年分の所得税の確定申告に基づき計算した予定納税基準

額が15万円以上である場合に、原則その3分の1相当額を
それぞれ7月（第1期分）と11月（第2期分）に納めてい
ただくことになっています。

【予定納税額の納付】
口座振替を利用されている方は、納期限（平成19年7月

31日貂）に指定の金融機関の口座から自動的に納付されま
す。納期限の前までに口座の残高確認をお願いします。
その他の方は、納期限までに最寄りの金融機関（銀行等・

郵便局）又は所轄の税務署の窓口で納付してください。

＜ご注意！＞
納付が期限に遅れますと、期限の翌日か

ら納付される日まで延滞税がかかります。
口座振替についても残高不足等で振替で

きなかった場合には、同様に延滞税がかか
りますので、ご注意ください。

《納付には便利な「口座振替」又は
「電子納税」を是非ご利用ください》

◎「口座振替」のご利用については、税務署に用意
してある「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依
頼書」に必要事項を記入して、押印のうえ、税務
署又はご利用されている金融機関に提出していた
だくだけです。
なお、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依
頼書」については、国税庁のホームページ
（http://www.nta.go.jp）からダウンロードする
こともできます。

◎「電子納税」をご利用いただく場合の手続きにつ
いては、e-Taxホームページ（http://www.e-
tax.nta.go.jp）でご確認ください。自宅や事務
所のインターネット等を利用して納付ができる大
変便利なシステムです。「電子申告」も併せて、
ご利用ください。

問い合わせ先　茂原税務署　蕁 22-2166
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六
月
の
句
会
よ
り

角
田
　
揚
子

黒
鯉
の
後
に
寄
り
添
ふ
緋
鯉
か
な

人
と
逢
ふ
何
故
か
楽
し
き
梅
雨
晴
間

仮
縫
い
の
針
の
ゆ
く
へ
や
梅
雨
晴
間

競
い
合
う
色
各
々
の
濃
紫
陽
花

清
田
　
如
水

お
隣
の
人
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン緋

鯉
な
り

大
西
日
天
寿
の
父
の
逝
き
し
空

父
の
日
や
昏
れ
て
雄
々
し
き
山
の
貌

水
音
も
み
ず
い
ろ
八
十
八
夜
過
ぐ

大
野
　
史
恵

人
恋
し
池
畔
に
餌
を
待
つ
緋
鯉

さ
く
ら
ん
ぼ
ガ
ラ
ス
の
器
客
を
待
つ

梅
雨
晴
間
洗
濯
物
の
ゆ
れ
る
朝

大
輪
の
紫
陽
花
あ
め
に
彩
映
え
て

山
闢

清
風

ゆ
う
ゆ
う
と
餌
に
寄
り
来
る緋

鯉
た
ち

自
分
史
は
凡
日
ば
か
り
田
に
し
鳴
く

山
鳩
の
く
ぐ
も
り
鳴
け
る
梅
雨
晴
間

山
小
舎
の
池
塘
に
撓
む
四
葩
か
な

き
そ

か
お

平
川
あ
ざ
み

貫
禄
の
あ
り
て
緋
鯉
の
王
位
め
く

世
に
憂
と
き
若
竹
皮
を
抜
き
に
け
り

渡
辺
　
ま
さ

大
緋
鯉
木
陰
を
見
つ
け
泳
ぎ
お
る

朝
曇
り
芋
の
下
土
乾
き
お
り

物
干
し
の
所
狭
ま
し
と
梅
雨
晴
間

紫
陽
花
の
日
毎
変
り
し
色
さ
や
か

國
島
　
　
宏

ゆ
っ
く
り
と
尾
び
れ
ゆ
ら
し
て

緋
鯉
ゆ
く

更
衣
女
子
高
生
の
う
な
じ
か
な

渡
辺
み
の
る

旅
半
ば
緋
鯉
に
逢
い
て
癒
さ
れ
し

さ
わ
が
れ
ず
さ
れ
ど
父
の
日

プ
レ
ゼ
ン
ト

梅
雨
晴
間
女
は
背
の
び
のい

と
ま
な
し

ス
ー
プ
飲
む
か
す
か
な
音
や
桜
桃
忌

役　場
・
その他
公共施設
電話案内

総務課
企画財政課
税務課
住民課
建設課
生活環境課
産業課・農業委員会

（介護・福祉）
保健福祉課

（保健）
教育委員会（学校教育課）

35－2111
35－2110
35－2112
35－2113
35－2114
35－2439
35－4447
35－2414
35－2486
35－2437

議会事務局
福祉センター（社会福祉協議会）
シルバー人材センター
給食センター
都市農村交流センター
公民館・生涯学習課
長生広域消防本部
味庄分遣所
長生広域水道部
環境衛生センター（ゴミ処理場）

35－2438

30－7200

35－2003
35－0055
35－3242
24－0119
35－2441
23－9491
23－4944

｝

夏
季
は
、
軽
装
に
な
り
、
気
分
も
解
放
さ
れ

る
こ
と
か
ら
。
性
犯
罪
被
害
に
遭
わ
な
い
よ

う
特
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
性
犯
罪
は
、
誰
に

で
も
起
こ
り
う
る
犯
罪
で
す
。
甘
い
言
葉
や

巧
み
な
誘
い
に
は
、
特
に
注
意
が
必
要
で
す
。

被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に
は
、
防
犯
上
の

ポ
イ
ン
ト
を
実
践
す
る
と
と
も
に
、タ
ー
ゲ
ッ

ト
に
な
ら
な
い
よ
う
油
断
し
た
姿
を
見
せ
ず
、

心
に
ス
キ
を
作
ら
な
い
こ
と
が
大
切
で
す
。

〈
性
犯
罪
か
ら
、
身
を
守
る
た
め
の

防
犯
上
の
ポ
イ
ン
ト
〉

○
路
上
を
歩
く
と
き
は
、「
明
る
い
道
」「
人

通
り
の
多
い
道
」
を
選
び
、
夜
間
の
一
人

歩
き
は
避
け
、
迎
え
を
頼
む
。
危
険
を
感

じ
た
ら
、
お
店
な
ど
に
逃
げ
込
む
。

○
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
乗
る
と
き
は
、
乗
る
前

に
周
囲
を
点
検
し
、
見
知
ら
ぬ
者
と
2
人

き
り
に
な
る
こ
と
は
避
け
、
常
に
ボ
タ
ン

を
押
せ
る
位
置
で
壁
を
背
に
し
て
乗
る
こ

と
。

○
家
に
い
る
と
き
は
玄
関
の
ド
ア
を
開
け
る

と
き
に
、
特
に
注
意
す
る
。
就
寝
す
る
と

き
は
、
暑
く
て
も
必
ず
玄
関
や
浴
室
窓
な

ど
の
施
錠
を
す
る
。

〈
被
害
に
遭
い
そ
う
に
な
っ
た
と
き
〉

そ
の
場
か
ら
逃
げ
る
。
大
声
を
出
し
た
り
、

防
犯
ブ
ザ
ー
を
鳴
ら
す
。
所
持
品
な
ど
を
使

っ
て
抵
抗
す
る
。（
傘
や
バ
ッ
グ
を
振
り
回
す

な
ど
）
速
や
か
に
、
警
察
に
通
報
す
る
。

○
女
性
被
害
1
1
0
番

蕁
0
4
3
（
2
2
3
）
0
1
1
0

月
〜
金
曜
日
（
除
祝
日
）
8
時
３０
分
〜
１７
時

＊
防
犯
ブ
ザ
ー
は
、
当
連
合
会
で
も
斡
旋
し
て

お
り
ま
す
。（
8
4
0
円
）

夏
の
行
楽
シ
ー
ズ
ン
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。

皆
さ
ん
は
ど
ん
な
プ
ラ
ン
を
立
て
て
い
ま
す

か
？
海
水
浴
場
の
周
辺
に
は
、
監
視
体
制
が

整
備
さ
れ
て
い
な
い
駐
車
場
も
少
な
く
な
い

た
め
、
車
上
ね
ら
い
に
は
特
に
注
意
が
必
要

で
す
。
昨
年
、
千
葉
県
の
車
上
ね
ら
い
の
発

生
件
数
は
1
2，
1
2
1
件
で
、
全
国
ワ
ー
ス

ト
4
位
で
し
た
。
楽
し
い
思
い
出
を
台
無
し

に
し
な
い
た
め
に
も
、
次
の
こ
と
に
注
意
し

ま
し
ょ
う
。

○
車
を
離
れ
る
際
は
必
ず
窓
を
閉
め
、
施
錠

し
ま
し
ょ
う
。

短
時
間
の
駐
車
で
も
油
断
は
禁
物
で
す
。

犯
人
は
あ
な
た
が
鍵
を
か
け
た
か
ど
う
か
、

様
子
を
う
か
が
っ
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。

○
防
犯
装
置
の
設
置
を
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

ガ
ラ
ス
の
破
壊
や
ド
ア
開
け
に
反
応
す

る
警
報
装
置
が
市
販
さ
れ
て
い
ま
す
。
車

上
ね
ら
い
だ
け
で
な
く
、
自
動
車
盗
難
の

防
犯
対
策
に
も
な
り
ま
す
の
で
、
是
非
、

設
置
を
検
討
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

○
貴
重
品
は
持
ち
歩
き
ま
し
ょ
う
。

財
布
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
、
運
転
免

許
証
な
ど
の
貴
重
品
は
、
必
ず
持
ち
出
し
、

車
内
を
整
理
整
頓
し
ま
し
ょ
う
。
被
害
に

遭
う
と
、
あ
な
た
の
財
産
が
奪
わ
れ
る
だ

け
で
な
く
、
盗
ま
れ
た
物
が
他
の
犯
罪
に

悪
用
さ
れ
る
お
そ
れ
も
あ
り
ま
す
。

万
一
、
被
害
に
遭
っ
て
し
ま
っ
た
場
合

に
は
、
警
察
に
通
報
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
が
盗
ま
れ
た

場
合
は
、
金
融
機
関
へ
の
連
絡
も
忘
れ
ず

に
！

海
水
浴
場
周
辺
で
の

車
上
ね
ら
い
に
ご
注
意
！

性
犯
罪
か
ら
あ
な
た
の

身
を
守
る
た
め
に
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お
年
寄
り
の

介
護
に
関
す
る
相
談

相
談
方
法
・
お
電
話
や
来
所
、
お

手
紙
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
も
か

ま
い
ま
せ
ん
。
家
を
空
け
ら
れ
な

い
方
は
、
職
員
が
訪
問
し
相
談
を

お
受
け
し
ま
す
。

●
専
属
の
職
員
に
よ
る
相
談
日
時

月
〜
金
曜
日（
祝
・
日
を
除
く
）

8
時
３０
分
〜
１７
時
３０
分

●
場
所
　
長
柄
町
立
鳥
5
9
7
―
2

（
長
柄
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
に
併
設
）

蕁
（
3
5
）
5
5
8
8

長
柄
町
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

看
護
師
　
富
樫
公
子

相
談
員
　
岡
島
秀
樹

2
0
2
0

テ
レ
フ
ォ
ン
千
葉

育
児
・
介
護
な
ど
の
情
報
を
無
料

で
提
供
し
ま
す
。

育
児
情
報
…
保
育
所
、
家
庭
保
育
、

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
、
学
童
保
育
等

介
護
情
報
…
高
齢
者
向
け
福
祉
サ

ー
ビ
ス
、
民
間
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
、

老
人
病
院
、
老
人
ホ
ー
ム
、
介
護

用
品
等

家
事
代
行
情
報
…
家
政
婦
紹
介
等

●
受
付
時
間

月
〜
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）

9
時
３０
分
〜
１６
時
３０
分

●
問
合
せ
先

2
0
2
0
テ
レ
フ
ォ
ン
千
葉

（
２１
世
紀
職
業
財
団
千
葉
事
務
所
）

蕁
0
4
3
（
2
2
5
）2
0
2
0

長生郡市夜間急病診療所案内 診療時間：午後8時から午後11時
診療科目：内科・小児科 蕁24-1010 テレフォン案内 蕁24-1011

各 種 相 談 日 程
【 町　】

【 その他　】

心配ごと相談

人権相談

行政相談

健康栄養相談

子どもの虐待などの相談

８/ １貉、８/２０豺 午前１０時～午後３時

８/１０貊、８/２０豺 午前１０時～午後３時

福祉センター

福祉センター

福祉センター

保健福祉課

保健福祉課

蕁３５-０２６０

蕁３５-０２６０

蕁３５-０２６０

蕁３５-２４８６

蕁３５-２４１４

●いじめ　●不要相続等の家庭問題　●いやがらせ等の悩みごとに関する相談です。

８/１０貊 午前１０時～午後３時

７/２６貅、８/２３貅 午後１時３０分～午後２時

※心配ごと相談・人権相談・行政相談については、相談日に限り電話でのご相談も受付しています。

児童福祉法が改正されて相談先が広がりました。
児童相談所や福祉事務所に加え、身近な市町村の窓口が子どもに関
するあらゆる相談や虐待の疑いなどの連絡もお受けいたします。

【長生健康福祉センター　：　茂原市茂原１１０２-１　長生合同庁舎内】※該当日が祝祭日の場合は実施しません。

女性のための健康相談

不妊相談

未熟児健康相談

こころの健康相談

こどもの発達相談

ＤＶ相談

骨髄バンク登録受付

エイズ検査・相談

肝炎ウイルス検査

腸内細菌検査（検便）

水質検査

奇数月第２火曜日、偶数月第３水曜日（予約制）午後１時～午後３時

第２木曜日　　　（予約制）午後１時～午後３時

奇数月第１木曜日（予約制）午後１時～午後２時

第２・３月曜日　（予約制）午後２時～午後３時３０分

第１火曜日　　　（予約制）午後３時～午後４時

第４火曜日　　　（予約制）午後１時～午後４時

毎週火曜日　　　（予約制）午前９時～午後５時

●配偶者やパートナーから受ける暴力に関する相談です。

第１・３火曜日　（予約制）午後１時

第１・３火曜日　　　　　　午後１時～午後２時

偶数月第３火曜日　　　　　午後５時３０分～午後７時

第１・３火曜日　　　　　　午後１時～午後２時

第１～４火曜日　　　　　　午前９時～午前１１時

指定した水曜日　（予約制）午前９時～午前１１時

弁護士による無料
法律相談

予約日：８/１７貊 相談日８/２４貊
※予約日の当日、午前９時から電話でのみ予約の受付をします。

東上総県民センター（長生合同庁舎内）
県政情報課　　　　　 蕁２５-７８３０

地域保健福祉課

地域保健福祉課

地域保健福祉課

地域保健福祉課

地域保健福祉課

地域保健福祉課

健康生活支援課

健康生活支援課

健康生活支援課

広域検査課

広域検査課

蕁２２-５９１４

蕁２２-５９１４

蕁２２-５１６７

蕁２２-５１６７

蕁２２-５１６７

蕁２２-５５６５

蕁２２-５１６７

蕁２２-５１６７

蕁２２-５１６７

蕁２２-５１６７

蕁２２-５１６７

町
福
祉
セ
ン
タ
ー

蕁（
3
0
）7
2
0
0（
直
）

日曜・休日当番表

日曜・休日当番医は、変更となる場合があり

ますのでご了承ください。

また、診療時間は午前9時（診療開始）から

午後5時（診療終了）までです。

※変更する場合もあります。

茂原市長生郡医師会　蕁（24）3285

茂　原　地　区
月/日

内　科　系 外　科　系

8/5

8/12

8/19

8/26

志 鎌 医 院
( 2 2 ) 5 1 0 5

君 塚 病 院
( 2 5 ) 1 8 1 1

宮 山 医 院
( 2 2 ) 4 8 7 3

公 立 長 生 病 院
( 3 4 ) 2 1 2 1

公 立 長 生 病 院
( 3 4 ) 2 1 2 1

長生内科神経内科医院
( 2 4 ) 7 7 5 2

鎗 田 整 形 外 科 医 院
( 2 4 ) 8 6 8 6

山 之 内 病 院
( 2 5 ) 1 1 3 1

日曜・休日当番医について




